
 

京都市子育て支援ヘルパー派遣事業業務委託に関する 

公募型プロポーザル実施要領 

 

京都市子育て支援ヘルパー派遣事業委託に関する受託事業者の選定に当たり、公募型プロ

ポーザル方式による企画競争選定を行うため、次のとおり提案を募集します。 

 

１ 委託業務の目的 

本事業は、家事や子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭や妊産婦、ヤングケアラー

等がいる家庭の居宅を、支援員（以下「ヘルパー」という。）が訪問し、家事や子育て等の支援を

実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐとともに、子育

て家庭等の負担の軽減を図ることを目的とする。 

 

２ 委託業務の内容 

⑴ 件名 

   京都市子育て支援ヘルパー派遣事業業務 

⑵ 業務内容 

   別紙１「京都市子育て支援ヘルパー派遣事業に係る業務委託仕様書」のとおり 

⑶ 委託期間 

   令和８年４月１日～令和１１年３月３１日 

⑷ 委託料（第三子以降産前産後ヘルパー派遣事業及び多胎児産前産後ヘルパー派遣事業につ

いては消費税及び地方消費税相当額を含む） 

   事前調整料    １家庭当たり ３，３００円 

初回訪問加算   １家庭当たり ２，０００円 

ヘルパー派遣費用 ３０分当たり  １，６５０円 

早朝・夜間加算  １回当たり    ８００円 

※ 午前７時３０分から午前８時まで、午後６時から午後７時までに派遣を行った場合 

キャンセル料   １回当たり  １，０００円 

※ 利用者より派遣前日の午後５時までにキャンセルの連絡がなかった場合 

 

３ 参加資格 

  プロポーザルに参加する資格を有する者は、次の⑴又は⑵のいずれかに該当し、⑶～⑺の全て

の条件を満たす者とします。 

⑴  京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されており、かつ、公募開始日から選定結果の通

知の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱に基づく競争入札参加停止の措置を受けて

いない者。 

⑵ 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者については、次に掲げる要件の全

てを満たす者。 

① 社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等（任意団体を含む。）の団体 （以 

下「事業者」という。）であること。  

② 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。  

③ 地方自治施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、３年を経過しない者及 

びその者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。  

④ 政治活動を目的とした事業者でないこと。 



 

⑤ 法人税又は所得税及び消費税を滞納していないこと。 

⑥ 京都市の市民税、固定資産税等を滞納していないこと。 

⑦ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴 

力団密接関係者でないこと。 

⑶ 次のいずれかの条件を満たす事業者であること。 

① 介護保険法の規定に基づく訪問介護事業者又は障害者総合支援法の規定に基づく居宅介 

護事業者の指定を受けていること。 

② 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟していること。 

③  保健師、助産師、看護師、保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者をもって育児支援事業

を実施していること。 

⑷ 京都市内に事業所があること。 

⑸ 育児支援ヘルパー派遣事業及び養育支援ヘルパー派遣事業を実施する事業所は事業開始か

ら１か月以内に「子育て世帯訪問支援事業開始届出書」を市長に提出すること。 

⑹ 本事業の主旨を十分に理解したうえで委託業務を実施できること。 

⑺ 過去に、ヘルパー派遣事業の業務実績があること。 

 

４ 参加手続 

  プロポーザルの参加を希望する者は、次のとおり、参加表明書等を郵送（書留郵便に限る。） 

 又は直接持参することにより提出してください。 

 ⑴ 参加表明書等の提出 

① 提出書類 

ア 参加表明書（様式１） 

    イ 事業所概要が分かる書類（パンフレット等） 

   ウ 誓約書 (様式２) 

② 提出部数 

１部 

③ 提出場所 

    「１１ 問合せ先及び提出先」 参照 

④ 提出期限 

    令和８年２月１７日（火）午後５時（必着） 

⑵ 参加表明書等の無効 

参加表明書等が次に掲げる場合に該当するときは、参加の対象外とし、電子メール及び書

面により、その旨を通知します。 

①  「３ 参加資格」に掲げる資格のない者が提出した場合 

②  提出期限、提出先及び提出方法に適合しない場合 

③  記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

④  虚偽の内容が記載されている場合 

⑶ 参加表明の辞退 

上記⑴①の書類提出後に辞退する際には、辞退届（様式３）を提出してください。 

 

５ 質問及び回答 

⑴ 質問者の資格 

質問の提出は、参加者に限ります。 



 

⑵ 質問方法 

質問は、「１１ 問合せ先及び提出先」に記載するメールアドレスに、「京都市子育て支援

ヘルパー派遣事業プロポーザルの質問」と件名を記入したうえで、電子メールで提出してくだ

さい（様式自由）。電話や来庁での質問は一切受け付けません。 

⑶ 受付期間 

令和８年２月９日（月）午前９時～令和８年２月１８日（木）午後５時まで 

⑷ 回答方法 

令和８年２月２０日（金）までに、参加表明のあった方全員に対して回答を電子メールで

送信します。 

 

６ 企画提案書の提出 

企画提案書は、別紙２「京都市子育て支援ヘルパー派遣事業業務委託プロポーザル企画提案

書作成要領」に基づき作成し、郵送（書留郵便に限る。）又は直接持参により提出してください。 

⑴ 提出場所 

   「１１ 問合せ先及び提出先」 参照 

⑵ 提出部数 

原本 １部 

写し ４部 

⑶ 提出期限 

令和８年２月２５日（水）午後５時（必着） 

⑷ 企画提案書の無効 

企画提案書が次に掲げる場合に該当するときは、選定の対象外とし、電子メール及び書面

によりその旨を通知します。 

① 「３ 参加資格」に掲げる資格のない者が提出した場合 

② 提出期限、提出先及び提出方法に適合しない場合 

③ 提案内容が記載されていない又は提案内容に違法な点がある場合 

④ 虚偽の内容が記載されている場合 

 

７ 選定方法 

⑴ 選定方法 

選定は「京都市子育て支援ヘルパー派遣事業受託候補者選定会議」で行います。 

選定の対象は、参加表明書等及び企画提案書の提出者（無効となったものを除く。以下

「提案者」という。）とし、選定にあたっては、企画提案書に基づき、受託候補者を決定しま

す。 

なお、必要に応じて、ヒアリングを実施する可能性があります。その場合、対象となる提

案者に個別に連絡をします。 

また、評価結果が最低選定基準に満たない場合などについては、プロポーザルを再度実施

することがあります。 

⑵ 受託候補者選定会議 

  ① 日時 

    令和８年３月３日（火） 

  ※ ヒアリングを実施する場合、時間等詳細については対象となる提案者に別途通知しま

す。 



 

② 方法 

    書面審査 

③ 評価項目 

別表「京都市子育て支援ヘルパー派遣事業受託候補者選定基準」参照 

④ 選定結果の通知 

選定結果については、選定後、提案者全員に電子メール及び書面により通知するととも

に、本市ホームページに公開します。 

 

８ 委託契約 

  選定された受託候補者と協議のうえ、契約を締結します。 

  なお、選定された受託候補者が契約の締結までに参加資格要件を満たさなくなった場合及びそ

の他の理由により受託候補者との契約が締結できない場合は、次点者を受託候補者とします

（ただし、評価結果が最低選定基準を満たす場合に限る。）。 

 

９ 留意事項 

⑴ 提出書類 

① 提出書類の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とします。 

② 提出書類は、受託候補者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製することがあり 

ます。 

③ 提出期限以降における企画提案書の差替え及び再提出は、一切受け付けません。 

④ 提出された企画提案書は、受託候補者の選定以外には、提案者に無断で使用しません。 

ただし、提案の内容については、今後の参考にすることがあります。 

⑤ 提出書類の返却は行いません。 

⑥ 提出書類に虚偽又は不正があった場合は失格とします。 

⑦ 提出書類は、公文書公開請求があった場合、公開することがあります。 

⑧ 本市から提供した文章及び写真等を無断で第三者に提供すること及び他の目的に利用す

ることを禁止します。 

⑵ 契約 

①  契約期間終了後においても、本事業に係る会計実地検査、監査等が行われる場合は、受託

候補者は協力することとします。 

② 選定された受託候補者は、業務委託の開始時までに、委託業務の実施方法の詳細について

本市と協議のうえ、必要な準備を完了することとします。受託候補者として選定されてか

ら業務委託の開始時までの期間を業務委託準備期間とし、この期間に発生する費用は受託

候補者の負担とします。 

③ 受託候補者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託することはできま

せん。また、業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、事前に本市に対し、再委

託先の名称、代表者氏名、その他必要な事項を通知し、その承認を得なければなりません。 

さらに、その場合、当該再委託先に対し、仕様書に定める受託候補者の義務と同等の義

務を負わせるとともに、本市に対して、当該再委託先の全ての行為及びその結果について

の責任を負います。 

④ 選定から契約までの間に、本事業を受託することが著しく不適当と認められる事情が生じ

た場合は、選定を取り消すことがあります。 

⑤ 今回の募集については、令和８年度以降の事業の準備行為として実施するものです。今後、



 

本事業に係る予算が成立しなかった場合は、事業を中止することがあります。この場合、

本市は、それに伴って生じる費用についての補償は一切行いません。 

⑶ その他 

  ① 公募手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本円に限ります。 

  ② 本事業を通じて、著作権や特許権等の知的財産権が発生した場合、その権利は全て本市に

帰属するものとします。 

  ③ 受託候補者が本業務によって委託者又は第三者に損害を与えたときは、受託候補者が賠償

の責任を負うこととします。 

 

１０ スケジュール  

日時 内容 

令和８年２月１７日（午後５時まで） 参加表明書受付締切 

令和８年２月１８日（午後５時まで） 質問受付締切（２月２０日までに回答） 

令和８年２月２５日（午後５時まで） 企画提案書受付締切 

令和８年３月３日 受託候補者の選定 

令和８年３月中旬 受託候補者決定 

令和８年４月１日 業務委託開始 

令和８年４月中(予定) 事業者向け研修会 

※ スケジュールは予定であり、状況により変更する可能性がある。 

※ 事業者向け研修会は、新たに受託する事業者を対象に実施します（参加必須。その

他の事業所の参加は任意）。 

 

１１ 問合せ先及び提出先 

  〒６０４－８５７１ 

   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８ 京都市役所北庁舎５階 

   京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課（担当：宮田・金子） 

      電 話：０７５－２２２－３９３９ 

      ＦＡＸ：０７５－２５１－１１３３ 

      メール：kodomokateisien@city.kyoto.lg.jp 

 ※ 様式１から３各種の提出書類及び資料は、本市ホームページからダウンロードできます 

 

（別表） 

京都市子育て支援ヘルパー派遣事業業務委託提案に関する選定基準 

審査項目 評価項目 配点 

実績に関する項目 事業者の実績、研修の実施等 ２０点 

事業計画に関する項目１ ヘルパーの人員、ヘルパーの資格、サービス内容等 ５０点 

事業計画に関する項目２ 
事業理解、子育て支援に関すること、個人情報保護、 

管理体制等 
３０点 

合計 １００点 

 


